
　新駅設置に向けては、人口減少による鉄道利用客の減少
など厳しい環境下にあるものの、既存集落の生活道路の整
備をはじめ、できることから手掛けていくという方針のも
と、次のとおり提言する。

　①�新駅設置の推進ならびに土地区画整理事業の合意形
成。

　②�民間活力による周辺整備と一体的に事業を推進するこ
とで、新駅設置だけでなく大堤交差点の渋滞解消など、
市の飛躍につながる新都市拠点の形成。

３　（仮）南古河駅の設置について

　全市的な都市計画道路網の見直しに合わせ、早急に東西交
通の充実を図る必要があるため、次のとおり提言する。

　①�筑西幹線道路の新４号国道以西の具体的なルートの決
定。

　②�朝夕の十間通りの渋滞緩和のため、中央運動公園通りま
での区間の早期事業化。

４　筑西幹線道路の整備について

整備が進む市道柳橋下大野線

　都心までのアクセスが1時間という古河市の立地条件や、開発ポテンシャルを最大限に引き出し、
民間の知恵やノウハウを活用した魅力あるまちづくりにより、賑わいの創出につながるような新し
いプロジェクトの提案と具現化。

６　その他（官民連携によるまちづくりの推進）

　中央公民館と周辺公民館等の機能を集約した古河市総和地域交流
センターの整備が進められているが、さらなる公共施設の再配置を
進めるため、次のとおり提言する。

　①�他施設についても必要性・有効性に応じて長寿命化（継続）や
複合化・多機能性（再編）を図ることを検討。

　　�建て替えにあたっては、ライフサイクルコスト低減を考慮し、
機能向上を図った設計。

　②�学校適正規模・適正配置計画については、義務教育学校も視野
に入れ、学校、家庭、地域との連携を図りながら、速やかに議
論を開始。

　③�超高齢社会において、健康寿命の延伸に寄与した健康体操やト
レーニングルームなどの機能拡充。

５　公共施設の再配置について

実施内容 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

基本計画

調査・設計

手続期間

建設工事

備品購入

古河市（仮称）総和地域交流センター基本計画策定委員会を設置し、基本計画策定委員会に
おける会議及びワーキング作業部会における検討を、計6回ずつ開催しました。

■ 基本計画策定の経過

令和3年8月1日から8月31日までの調査期間で、中央公民館、さくら館、ふれあい館、サーク
ル館の利用者から504件の回答をいただきました。

新市建設計画における「将来像」と第2次古河市総合計画における「めざすまちの姿」を実現する
ため、新たな地域交流センター整備に関する基本理念を定め、新施設の整備目的の達成を図ります。

(1)基本計画策定委員会における会議及びワーキング作業部会における検討

(2)計画策定に伴う施設利用者の意向調査の実施

※現在の中央公民館（敷地）は、新地域交流センターの駐車場として整備を行うため、令和8年度以降（新地域
交流センター完成後）に解体工事を進める予定です。

実施内容 概算費用 予定年度

調査・設計 153 百万円 令和4年度、令和5年度

建設工事 1,399 百万円 令和5年度、令和6年度、令和7年度

外構工事 200 百万円 令和7年度

備品購入 100 百万円 令和7年度

施設整備費の計 1,852 百万円（概算）

■ 整備スケジュール

■ 施設整備費の概算

※施設整備費については、あくまで計画時における概算のため、各年度の予算額を担保するものではありません。

以下のスケジュールを想定しています。

施設整備費の財源については、施設整備費の約7割を国が交付税により措置する有利な合併特
例債（起債）を活用し、市の財政への負担軽減を図ります。
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地域文化の継承

最上位
計画 風格と希望に満ちた“いきいき古河” 華のある都市（まち）古河

新たな地域活力の創造

地域の魅力の向上

◆新市建設計画[将来像] ◆第2次古河市総合計画[めざすまちの姿]

令和4年（2022年）2月策定・発行
古河市 企画政策部 プロジェクト推進課
〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
TEL 0280-92-3111（代表） FAX 0280-92-3088
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利用者それぞれの活発な活動
により、生活の潤いや心の張
り合いが感じられるよう、地
域での様々な活動に対応でき
る空間を提供します。

誰もが訪れやすく、人を引き
寄せる魅力がある空間を提供
し、人と人との集いや出会い
による活発な連携、協働を生
み出します。

地域のランドマーク（目印）
となる施設を整備することで、
地域の文化に誇りを持ち、ま
た、新たな地域文化を創造す
る活動の拠点を形成します。
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■ 建設位置

新施設が完成するまでの中央公民館機能
の継続利用や、敷地の前面道路からの施設
の視認性、また、総和庁舎敷地を含めた敷
地全体の効率的な利用（一体利用）を勘案
した上で建設位置を選定しました。

隣地
山林

総和地域
交流センター

現在の中央公民館

隣地
山林

総和庁舎
第二庁舎

総和庁舎
第一庁舎

総和庁舎
第三庁舎

総和庁舎駐車場

-解体後に地域交流センターの
駐車場として整備予定-

0 50m

総和庁舎・中央公民館敷地（古河市下大野）

■ 基本的な考え方

参照：�古河市総和地域交流センター�
基本計画　－概要版－
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